
工事現場に掲げる標識について



 

 

工事現場に掲げる標識は、その店舗及び建設工事の現場ごとに掲げる「建設業の許可票」 

のほか、「労災保険関係成立票」、「建退協加入者証」等、関連法令規則等に則り工事現場に掲 

示しなければならない。 

 

(1) 建設業の許可票 

建設工事の責任の所在を明確にすること等のため、建設業者は、建設工事の現場ごとに、 

建設業許可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付 

番号等を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。標識を掲げる意義 

は次のとおりである。 

①建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを 

対外的に明らかにすること。 

②建設工事は、工事現場が移動するとともに、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、 

安全施工、災害防止等の責任が曖昧になりがちであることから、対外的にその責任主体 

を明確にすること。 

本来、建設業法は建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約適正化等を図ること 

によって、適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発展の促進等を目的に定めら 

れている。したがって、建設業者は建設業法の遵守は言うまでもないが、行政担当部局は適 

切に指導を行う必要がある。よって、「建設業の許可票」については、元請はもとより下請業 

者の許可票も掲示を指導しているところである。 

 

法２条（定義） 

３号 「建設業者」とは、建設業の許可を受けて建設業を営むものをいう。 

法４０条（標識の掲示） 

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通 

省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、 

一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を 

掲げなければならない。 

別記 様式第２９号（施工規則第２５条関係） 

建設業の許可を受けた建設業者が標識を建設工事の現場に掲げる場合
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(2) 労災保険関係成立票

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に下記のように記載されている。

(建設の事業の保険関係成立の標識）

第 77 条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は

労災保険関係成立票（様式第 25 号）を見易い場所に掲げなければならない。

(3) 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識

建退共制度に加入した事業主は、この制度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上

を図るため、現場事務所及び工事現場の出入口等の見易い場所に下記の標識（シール）を

掲示する。




